
平
成
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
六
十
二
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
施
行
規
則

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
四
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
店
舗
に
附
属
す
る
施
設
）

第
二
条
　
法
第
四
条
第
二
項
第
二
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
店
舗
に
附
属
す
る
施
設
は
、
駐
車
場
、
駐
輪
場
、
荷
さ
ば
き
施
設
、
廃
棄
物
等
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）

第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
廃
棄
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）
及
び
資
源
の
有
効
な
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
再
生
資
源
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
保
管
施
設
及
び
廃
棄
物
の
処
理
施
設
と
す
る
。

（
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
）

第
三
条
　
法
第
五
条
第
一
項
第
五
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
駐
車
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

二
　
駐
輪
場
の
位
置
及
び
収
容
台
数

三
　
荷
さ
ば
き
施
設
の
位
置
及
び
面
積

四
　
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
位
置
及
び
容
量

２
　
法
第
五
条
第
一
項
第
六
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

二
　
来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

三
　
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置

四
　
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

３
　
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
一
の
届
出
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
の
添
付
書
類
）

第
四
条
　
法
第
五
条
第
二
項
（
法
第
六
条
第
三
項
、
第
八
条
第
八
項
及
び
第
九
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
都
道
府
県
は
、
住
民
基
本
台
帳

法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
三
十
条
の
七
第
四
項
、
第
五
項
、
第
六
項
又
は
第
三
十
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
二
項
、
第
八
条
第
七
項
、
第
九
条
第
四
項
又
は
附
則
第
五
条
第
一

項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
本
人
確
認
情
報
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
又
は
当
該
情
報
の
提
供
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
法
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
二
項
、
第
八
条
第
七
項
、
第
九
条
第
四
項
又
は
附
則
第
五
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
個
人
で

あ
る
場
合
に
は
、
住
民
票
の
写
し
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
登
記
事
項
証
明
書

二
　
主
と
し
て
販
売
す
る
物
品
の
種
類

三
　
建
物
の
位
置
及
び
そ
の
建
物
内
の
小
売
業
を
行
う
た
め
の
店
舗
の
用
に
供
さ
れ
る
部
分
の
配
置
を
示
す
図
面

四
　
必
要
な
駐
車
場
の
収
容
台
数
を
算
出
す
る
た
め
の
来
客
の
自
動
車
の
台
数
等
の
予
測
の
結
果
及
び
そ
の
算
出
根
拠

五
　
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
形
式
又
は
来
客
の
自
動
車
の
方
向
別
台
数
の
予
測
の
結
果
等
駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置
を
設
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

六
　
来
客
の
自
動
車
を
駐
車
場
に
案
内
す
る
経
路
及
び
方
法

七
　
荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
商
品
の
搬
出
入
を
行
う
た
め
の
自
動
車
の
台
数
及
び
荷
さ
ば
き
を
行
う
時
間
帯

八
　
遮
音
壁
を
設
置
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
位
置
及
び
高
さ
を
示
す
図
面

九
　
冷
却
塔
、
冷
暖
房
設
備
の
室
外
機
又
は
送
風
機
を
設
置
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
稼
働
時
間
帯
及
び
位
置
を
示
す
図
面

十
　
平
均
的
な
状
況
を
呈
す
る
日
に
お
け
る
等
価
騒
音
レ
ベ
ル
の
予
測
の
結
果
及
び
そ
の
算
出
根
拠

十
一
　
夜
間
に
お
い
て
大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
に
伴
い
騒
音
が
発
生
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
騒
音
の
発
生
源
ご
と
の
騒
音
レ
ベ
ル
の
最
大
値
の
予
測
の
結
果
及
び
そ
の
算
出
根
拠

十
二
　
必
要
な
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量
を
算
出
す
る
た
め
の
廃
棄
物
等
の
排
出
量
等
の
予
測
の
結
果
及
び
そ
の
算
出
根
拠

２
　
前
項
第
四
号
、
第
五
号
及
び
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
予
測
は
、
一
般
的
な
技
術
水
準
を
勘
案
し
て
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
手
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
す
る
届
出
の
公
告
）

第
五
条
　
法
第
五
条
第
三
項
（
法
第
六
条
第
三
項
、
第
八
条
第
八
項
及
び
第
九
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
都
道
府
県
の
公
報
そ
の
他
の
都
道
府
県
が
適
切
と
認
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。

（
変
更
の
届
出
）

第
六
条
　
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
二
の
届
出
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
　
法
第
六
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
変
更
は
、
一
時
的
な
変
更
又
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日
の
繰
下
げ
を
行
う
も
の
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二
　
都
道
府
県
が
法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
有
し
な
い
旨
を
通
知
し
た
場
合
に
お
い
て
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日
の
繰
上
げ
を
行
う
も
の

三
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
を
減
少
さ
せ
る
も
の

四
　
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
を
増
加
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
増
加
後
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
当
該
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
店
舗
面
積
の
合
計
（
以
下
「
基
礎
面
積
」
と
い

う
。
）
に
千
平
方
メ
ー
ト
ル
又
は
基
礎
面
積
の
一
割
に
相
当
す
る
面
積
の
い
ず
れ
か
小
さ
い
面
積
を
加
え
た
面
積
を
超
え
な
い
も
の

イ
　
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
い
な
い
と
き
当
該
届
出
に
係
る
店
舗
面
積
の
合
計

ロ
　
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
て
い
る
場
合
　
当
該
届
出
に
係
る
店
舗
面
積
の
増
加
を
し
た
後
の
店
舗
面
積
の
合
計

五
　
駐
車
場
又
は
駐
輪
場
の
収
容
台
数
を
増
加
さ
せ
る
も
の

六
　
荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積
を
増
加
さ
せ
る
も
の

七
　
廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量
を
増
加
さ
せ
る
も
の

八
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
の
繰
下
げ
又
は
閉
店
時
刻
の
繰
上
げ
を
行
う
も
の

２
　
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
三
の
届
出
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
軽
微
な
変
更
）

第
八
条
　
法
第
六
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
店
舗
に
附
属
す
る
施
設
の
位
置
の
変
更
で
あ
っ
て
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
に
与
え
る
影
響
が
当
該
変
更
前
に
比
し
て
変

化
し
な
い
と
都
道
府
県
が
認
め
る
も
の
と
す
る
。

（
廃
止
の
届
出
）

第
九
条
　
法
第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
四
の
届
出
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
　
法
第
六
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
都
道
府
県
の
公
報
そ
の
他
の
都
道
府
県
が
適
切
と
認
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
説
明
会
）

第
十
一
条
　
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
会
は
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地
の
周
辺
の
施
設
に
お
い
て
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地
の
属
す
る
市
町
村
の
区
域
内
に
居
住
す
る
者
等
を
対
象
に
、
一
回
開
催
す
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
都
道
府
県
が
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
に
与
え
る
影
響
が
大
き
い
た
め
相
当
数
の
者
が
説
明
会
に
参
加
す
る
こ
と
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
三
回
を
上
限
と
し

て
都
道
府
県
が
指
定
す
る
回
数
開
催
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
六
条
第
二
項
の
変
更
の
場
合
で
あ
っ
て
、
都
道
府
県
が
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
に
与
え
る
影
響
が
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
前
項
の
方
法
に
よ
る
説
明
会
を
開
催
す
る
必
要

が
な
い
と
認
め
る
と
き
に
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
説
明
会
は
、
説
明
会
開
催
者
が
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
す
る
敷
地
内
の
見
や
す
い
場
所
に
、
届
出
等
の
要
旨
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
　
法
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
い
ず
れ
か
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
都
道
府
県
の
協
力
を
得
て
、
都
道
府
県
の
公
報
又
は
広
報
紙
に
掲
載
す
る
こ
と

二
　
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
す
る
こ
と

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
都
道
府
県
が
適
切
と
認
め
る
方
法

第
十
三
条
　
法
第
七
条
第
四
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
で
あ
っ
て
都
道
府
県
が
認
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
天
災
、
交
通
の
途
絶
そ
の
他
の
不
測
の
事
態
に
よ
り
説
明
会
の
開
催
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と

二
　
説
明
会
開
催
者
以
外
の
者
に
よ
り
説
明
会
の
開
催
が
故
意
に
阻
害
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
会
を
円
滑
に
開
催
で
き
な
い
こ
と

２
　
法
第
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
周
知
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
い
ず
れ
か
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
市
町
村
の
協
力
を
得
て
、
届
出
等
の
要
旨
を
市
町
村
の
公
報
又
は
広
報
紙
に
掲
載
す
る
こ
と

二
　
届
出
等
の
要
旨
を
時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載
す
る
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
す
る
こ
と

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
届
出
等
の
内
容
を
周
知
さ
せ
る
た
め
の
方
法
と
し
て
都
道
府
県
が
適
切
と
認
め
る
も
の

（
都
道
府
県
の
意
見
等
の
公
告
）

第
十
四
条
　
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
都
道
府
県
の
公
報
そ
の
他
の
都
道
府
県
が
適
切
と
認
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
五
条
　
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
都
道
府
県
の
公
報
そ
の
他
の
都
道
府
県
が
適
切
と
認
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
都
道
府
県
の
意
見
に
係
る
変
更
の
届
出
等
）

第
十
六
条
　
法
第
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
五
の
届
出
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
都
道
府
県
の
勧
告
等
の
公
告
）

第
十
七
条
　
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
都
道
府
県
の
公
報
そ
の
他
の
都
道
府
県
が
適
切
と
認
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
都
道
府
県
の
勧
告
に
係
る
変
更
の
届
出
）

第
十
八
条
　
法
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
六
の
届
出
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
継
）

第
十
九
条
　
法
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
七
の
届
出
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
経
過
措
置
に
係
る
届
出
）

第
二
十
条
　
法
附
則
第
五
条
第
一
項
（
法
附
則
第
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
八
の
届
出
書
を
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
　
則

１
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
一
年
六
月
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
法
附
則
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
と
み
な
さ
れ
る
法
附
則
第
五
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
変
更
を
行
う
場
合
に
お
け

る
第
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
店
舗
に
附
属
す
る
施
設
の
位
置
の
変
更
」
と
あ
る
の
は
、
「
一
時
的
な
変
更
、
店
舗
に
附
属
す
る
施
設
の
位
置
の
変
更
又
は
大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
を
減
少
さ
せ

る
変
更
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
〇
月
六
日
通
商
産
業
省
令
第
九
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
七
月
七
日
通
商
産
業
省
令
第
一
三
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
〇
月
三
一
日
通
商
産
業
省
令
第
二
七
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
二
九
日
経
済
産
業
省
令
第
九
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
商
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
三
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
一
二
七
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
五
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
第
一
六
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
令
第
四
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
四
日
経
済
産
業
省
令
第
一
四
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
動
産
登
記
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
三
月
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
九
日
経
済
産
業
省
令
第
二
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
六
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
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様
式
第
１
（
第
３
条
関
係
）

様式第1（第3条関係）（平11通産令91・追加）※受理年月日年月日※受理番号※備考大規模小売店舗届出書年月日都道府県知事殿氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名住所大規模小売店舗立地法第5条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。記1大規模小売店舗の名称及び所在地2大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名3大規模小売店舗の新設をする日4大規模小売店舗内の店舗面積の合計5大規模小売店舗の施設の配置に関する事項駐車場の位置及び収容台数駐輪場の位置及び収容台数荷さばき施設の位置及び面積廃棄物等の保管施設の位置及び容量6大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻来客が駐車場を利用することができる時間帯駐車場の自動車の出入口の数及び位置荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯（備考）1この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。2※印の項は記載しないこと。  
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様
式
第
２
（
第
６
条
関
係
）

様式第2（第6条関係）（平11通産令91・追加）※受理年月日年月日※受理番号※備考変更届出書年月日都道府県知事殿氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名住所大規模小売店舗立地法第6条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。記1大規模小売店舗の名称及び所在地2変更した事項（変更前）（変更後）3変更の年月日4変更する理由（備考）1この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。2※印の項は記載しないこと。  
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様
式
第
３
（
第
７
条
関
係
）

様式第3（第7条関係）（平11通産令91・追加）※受理年月日年月日※受理番号※備考変更届出書年月日都道府県知事殿氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名住所大規模小売店舗立地法第6条第2項の規定により、下記のとおり届け出ます。記1大規模小売店舗の名称及び所在地2変更しようとする事項（変更前）（変更後）3変更する年月日4変更する理由（備考）1この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。2※印の項は記載しないこと。  
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様
式
第
４
（
第
９
条
関
係
）

様式第4（第9条関係）（平11通産令91・追加）※受理年月日年月日※受理番号※備考大規模小売店舗廃止届出書年月日都道府県知事殿氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名住所大規模小売店舗立地法第6条第5項の規定により、下記のとおり届け出ます。記1大規模小売店舗の名称及び所在地2大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計3大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計4大規模小売店舗内の店舗面積の合計が1000平方メートル（法第3条第2項の規定により都道府県が他の基準面積を定めている区域にあっては、当該他の基準面積）以下となる日5変更する理由（備考）1この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。2※印の項は記載しないこと。  
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様
式
第
５
（
第
１
６
条
関
係
）

様式第5（第16条関係）（平11通産令91・追加）※受理年月日年月日※受理番号※備考届出事項変更届出書年月日都道府県知事殿氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名住所大規模小売店舗立地法第8条第7項の規定により、下記のとおり届け出ます。記1大規模小売店舗の名称及び所在地2変更しようとする事項（変更前）（変更後）3変更する理由（備考）1この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。2※印の項は記載しないこと。  

8



様
式
第
６
（
第
１
８
条
関
係
）

様式第6（第18条関係）（平11通産令91・追加）※受理年月日年月日※受理番号※備考届出事項変更届出書年月日都道府県知事殿氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名住所大規模小売店舗立地法第9条第4項の規定により、下記のとおり届け出ます。記1大規模小売店舗の名称及び所在地2変更しようとする事項（変更前）（変更後）3変更する理由（備考）1この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。2※印の項は記載しないこと。  
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様
式
第
７
（
第
１
９
条
関
係
）

様式第7（第19条関係）（平11通産令91・追加、平13経産令99・一部改正）※受理年月日年月日※受理番号※備考承継届出書年月日都道府県知事殿氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名住所大規模小売店舗立地法第11条第3項の規定により、下記のとおり届け出ます。記1大規模小売店舗の名称及び所在地2大規模小売店舗の譲渡、相続、合併又は分割があった年月日3大規模小売店舗の譲渡、相続、合併又は分割前に届出をした者の氏名又は名称及び住所4大規模小売店舗の譲渡、相続、合併又は分割の理由5大規模小売店舗内の譲渡、相続、合併又は分割に係る店舗面積（備考）1この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。2大規模小売店舗の譲渡、相続、合併又は分割の事実を証する書類を添付すること。3※印の項は記載しないこと。  
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様
式
第
８
（
第
２
０
条
関
係
）

様式第8（第20条関係）（平11通産令91・追加）※受理年月日年月日※受理番号※備考大規模小売店舗を設置している者の変更事項届出書年月日都道府県知事殿氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名住所大規模小売店舗立地法附則第5条第1項（法附則第5条第3項において準用する場合を含む。）の規定により、下記のとおり届け出ます。記1大規模小売店舗の名称及び所在地2変更しようとする事項（変更前）（変更後）3変更する年月日4以下に掲げるもののうち、上記2の変更に係るもの以外の事項大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名大規模小売店舗内の店舗面積の合計大規模小売店舗の施設の配置に関する事項①駐車場の位置及び収容台数②駐輪場の位置及び収容台数③荷さばき施設の位置及び面積④廃棄物等の保管施設の位置及び容量大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項①大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻②来客が駐車場を利用することができる時間帯③駐車場の自動車の出入口の数及び位置④荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯（備考）1この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。2※印の項は記載しないこと。  
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